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薫 風 の 候 、 皆 様 に お か れ ま し て は 、 ま す ま す ご 清 栄 の こ

と と お 慶 び 申 し 上 げ ま す 。  

4 月 は 夏 日 に な る 日 も あ っ た か と 思 え ば 、 肌 寒 い 日 も あ

っ て 、 気 温 差 が 激 し か っ た で す ね 。 さ ら に 黄 砂 も 飛 ん で き

て 、 私 は 何 と な く 体 調 が す ぐ れ ま せ ん で し た 。  

さ て 、 最 近 話 題 の 『 Ｃ ｈ ａ ｔ Ｇ Ｐ Ｔ 』 、 Ｏ ｐ ｅ ｎ Ａ Ｉ と い う 人 工 知 能 研 究 所 に よ っ て 開 発 さ

れ た チ ャ ッ ト ロ ボ ッ ト で す 。 今 ま で に な い レ ベ ル で 質 問 に 答 え た り 、 文 章 を 作 成 し て く れ る 、

と い う こ と で 話 題 に な っ て い ま す 。 た だ 、 間 違 っ た 内 容 の 文 章 を 作 成 し た り 、 悪 用 さ れ る 可 能

性 が 指 摘 さ れ た り 、 と 「 規 制 す る ・ し な い 」 の 議 論 も 行 わ れ て い ま す 。 そ ん な 『 Ｃ ｈ ａ ｔ Ｇ Ｐ

Ｔ 』 、 皆 さ ん 使 い ま し た ？  

遅 れ ば せ な が ら 私 も 『 Ｃ ｈ ａ ｔ Ｇ Ｐ Ｔ 』 試 し て み ま し た 。 と い う の も 事 務 所 だ よ り の 内 容 が

思 い つ か ず (T_T)、「 も し か し て 『 Ｃ ｈ ａ ｔ Ｇ Ｐ Ｔ 』 が 考

え て く れ る か も 」 と い う 甘 い 考 え か ら で す (^^;)。 と い う

こ と で『 Ｃ ｈ ａ ｔ Ｇ Ｐ Ｔ 』に「 税 理 士 事 務 所 の 近 況 報 告 」

と 質 問 し て み ま し た 。そ の 回 答 は 下 の 図 で す 。こ れ が 作 成

さ れ る ま で 約 20 秒 ほ ど で す 。 あ っ と い う 間 で す 。 し か も

日 本 語 も 自 然 。 外 国 の 方 が 話 し て い る 日 本 語 の よ う に な

る の か な 、と 思 っ て い ま し た が 日 本 人 と 同 じ で す 。事 務 所

だ よ り は で き ま せ ん で し た が 、驚 き ま し た 。こ こ ま で だ と

人 間 が 作 っ た 文 章 な の か 、 Ａ Ｉ が 作 っ た 文 章 な の か 判 断

で き ま せ ん ね 。質 問 し た だ け で こ れ だ け の 文 章 が 返 っ て く

る の で あ れ ば 、本 当 に 頭 を 使 わ な く て よ く な り ま す 。教 育

現 場 で 使 用 を 規 制 す る 議 論 が 出 て も お か し く な い で す 。自

分 自 身 で 考 え

判 断 で き る 力

を 付 け な い と

い け ま せ ん ね 。 

で は 、 事 務

所 だ よ り 5 月

号 を お 送 り し

ま す 。 来 月 号

は Ａ Ｉ が 作 っ

て い る か も

(>_<)。  

 

 

 ☆  お 知 ら せ （ 2023 年 5 月 の 税 務 ）  

 

期   限  項   目  

5 月 10 日  
 
4 月 分 源 泉 所 得 税 ・ 住 民 税 の 特 別 徴 収 税 額 の 納 付  

5 月 15 日  
 
特 別 農 業 所 得 者 の 承 認 申 請  

5 月 31 日  
 
個 人 の 道 府 県 民 税 及 び 市 町 村 民 税 の 特 別 徴 収 税 額 の 通 知  

 

3 月 決 算 法 人 の 確 定 申 告  

＜ 法 人 税 ・ 消 費 税 ・ 地 方 消 費 税 ・ 法 人 事 業 税 ・ (法 人 事 業 所 税 )・ 法 人 住 民 税 ＞  

 

3 月 、 6 月 、 9 月 、 12 月 決 算 法 人 ・ 個 人 事 業 者 の 3 月 ご と の 期 間 短 縮 に 係 る 確 定

申 告  

＜ 消 費 税 ・ 地 方 消 費 税 ＞  

 

法 人 ・ 個 人 事 業 者 の 1 月 ご と の 期 間 短 縮 に 係 る 確 定 申 告  

＜ 消 費 税 ・ 地 方 消 費 税 ＞  

 

9 月 決 算 法 人 の 中 間 申 告  

＜ 法 人 税 ・ 消 費 税 ・ 地 方 消 費 税 ・ 法 人 事 業 税 ・ 法 人 住 民 税 ＞ (半 期 分 ) 

 

消 費 税 の 年 税 額 が 400 万 円 超 の 6 月 、 9 月 、 12 月 決 算 法 人 ・ 個 人 事 業 者 の 3 月

ご と の 中 間 申 告  

＜ 消 費 税 ・ 地 方 消 費 税 ＞  

 

消 費 税 の 年 税 額 が 4,800 万 円 超 の 2 月 、3 月 決 算 法 人 を 除 く 法 人・個 人 事 業 者 の

1 月 ご と の 中 間 申 告 (1 月 決 算 法 人 は 2 ヶ 月 分 、 個 人 事 業 者 は 3 ヶ 月 分 ) 

＜ 消 費 税 ・ 地 方 消 費 税 ＞  

 
確 定 申 告 税 額 の 延 納 届 出 に 係 る 延 納 税 額 の 納 付  

  
 
自 動 車 税 (種 別 割 )の 納 付 （ 5 月 中 に お い て 都 道 府 県 の 条 例 で 定 め る 日 ）  

 
鉱 区 税 の 納 付 （ 5 月 中 に お い て 都 道 府 県 の 条 例 で 定 め る 日 ）  

 

 

 ☆  イ ン ボ イ ス 制 度 導 入 に 係 る Ｉ Ｔ 補 助 金   

 

イ ン ボ イ ス 制 度 へ の 対 応 に 特 化 し た Ｉ Ｔ 導 入 補 助 金「 デ ジ タ ル 化 基 盤 導 入 類 型 」の 2023 年 分

の 公 募 要 領 が 公 表 さ れ ま し た 。 会 計 ソ フ ト や 受 発 注 ソ フ ト 、 ク ラ ウ ド 利 用 料 な ど イ ン ボ イ ス 制

度 に か か わ る Ｉ Ｔ ツ ー ル の 導 入 費 用 に つ き 最 大 350 万 円 の 支 援 が 受 け ら れ る う え 、22 年 の 採 択

率 は 8 割 近 く に 上 っ た 〝 大 盤 振 る 舞 い 〟 の 補 助 金 で す 。 交 付 申 請 の 受 付 は 3 月 下 旬 に 始 ま っ て

 

 

〒 659 -0053  

芦屋市松浜町 6 - 14 -2  

Te l： 090 - 7490 - 7396  

Fax： 0797 - 78 -6488  

メ ー ル ア ド レ ス と パ ス ワ ー ド を 登 録 し て

ロ グ イ ン 。  

こ こ に 質 問 を 入 力 し ま す 。  
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い ま す 。  

今 年 10 月 に 始 ま る イ ン ボ イ ス 制 度 で は 請 求 業 務 の 事 務 負 担 が 増 大 し ま す 。請 求 書 の 記 載 内 容

と し て 新 た に 、① イ ン ボ イ ス 発 行 事 業 者 で あ る こ と を 示 す 13 桁 の 登 録 番 号 、② 消 費 税 の 軽 減 税

率 制 度 に 基 づ く 適 用 税 率 、 ③ 税 率 ご と に 区 分 し た 消 費 税 額 ― ― の 3 つ が 加 わ り 、 入 力 や 確 認 の

手 間 が 煩 雑 化 す る た め で す 。 ま た 、 こ れ ま で 処 分 可 能 だ っ た 3 万 円 未 満 の 請 求 書 や 自 社 が 発 行

し た 請 求 書 の 控 え に つ い て も 原 則 と し て 保 存 し な け れ ば な ら な く な り 、 管 理 す る 枚 数 も 物 理 的

に 増 え ま す 。  

イ ン ボ イ ス 制 度 に 対 応 し た ソ フ ト ウ エ ア を 浸 透 さ せ る こ と を 目 的 と し て 昨 年 か ら 設 け ら れ て

い る の が 、 Ｉ Ｔ 導 入 補 助 金 の デ ジ タ ル 化 基 盤 導 入 類 型 に な り ま す 。 補 助 対 象 が 事 業 者 向 け Ｉ Ｔ

ツ ー ル 全 般 に わ た る 通 常 枠 と 異 な り 、デ ジ タ ル 化 基 盤 導 入 類 型 で は 会 計 ソ フ ト や 受 発 注 ソ フ ト 、

決 済 ソ フ ト と い っ た イ ン ボ イ ス 制 度 に 関 係 す る も の に 限 ら れ て は い る も の の 、 補 助 率 が 最 大 4

分 の 3（ 通 常 枠 は 最 大 2 分 の 1）に 引 き 上 げ ら れ て い る の が 特 徴 で す 。ま た 、レ ジ ス タ ー や 発 券

機 な ど 特 定 の ハ ー ド ウ エ ア に つ い て も 補 助 対 象 に な り ま す 。2023 年 分 か ら 変 更 と な る 点 と し て 、

補 助 額 の 下 限 を 5 万 円 と す る 規 定 が 撤 廃 さ れ ま し た 。 こ れ に よ り 従 来 は 補 助 対 象 外 と な っ て い

た 安 価 な ソ フ ト ウ エ ア で も 今 後 は 申 請 で き る よ う に な っ て い ま す 。  

4 月 中 旬 時 点 で は 3 次 締 め 切 り ま で の ス ケ ジ ュ ー ル が 公 表 さ れ て い ま す 。1 次 締 め 切 り は 4 月

25 日 、 2 次 締 め 切 り は 5 月 16 日 、 3 次 締 め 切 り は 6 月 2 日 。な お 、事 業 者 向 け Ｉ Ｔ ツ ー ル 全 般

を 対 象 に 最 大 450 万 円 を 補 助 す る「 通 常 枠 」や サ イ バ ー 攻 撃 対 策 に 最 大 100 万 円 を 支 援 す る「 セ

キ ュ リ テ ィ 対 策 推 進 枠 」 の 交 付 申 請 の 受 付 も 同 時 に 始 ま っ て い ま す 。  

 

 

 ☆  固 定 資 産 税 と は   

 

ボ チ ボ チ 皆 さ ん の お 手 元 に 固 定 資 産 税 の 納 税 通 知 書 が 届 い て い る の で は な い で し ょ う か 。 こ

こ で 、 固 定 資 産 税 に つ い て お さ ら い し て み ま す 。  

 

◆  土 地 ・ 家 屋 ・ 償 却 資 産 に か か る 税  

固 定 資 産 税 は 、 そ の 名 の 通 り 固 定 資 産 に か か る 税 で す 。 日 本 に は 明 治 時 代 か ら 地 租 （ 土 地 に

対 す る 税 ）や 家 屋 税（ 住 宅 に か か る 税 ）が あ り ま し た が 、戦 後 1950 年 に 、シ ャ ウ プ 勧 告 に 基 づ

く 地 方 税 制 改 正 の 一 環 と し て 、地 租 や 家 屋 税 を 統 廃 合 し 、原 則 市 町 村 税 と し て 創 設 さ れ ま し た 。  

2020 年 度 の デ ー タ で す が 、固 定 資 産 の 納 税 義 務 者（ 法 人・個 人 合 計 ）は 、土 地 が 4,138 万 人 、

家 屋 が 4,214 万 人 、 償 却 資 産 が 472 万 人 と の こ と で す 。 市 町 村 税 に 占 め る 固 定 資 産 税 の 割 合 は

約 4 割 と 、 市 町 村 の 運 営 に 欠 か せ な い 財 源 と な っ て い ま す 。  

 

◆  固 定 資 産 の 評 価 方 法  

土 地 や 家 屋 に つ い て の 固 定 資 産 税 は 登 記 を す る と 自 動 的 に 税 額 が 計 算 さ れ 、 納 税 通 知 書 が 送

ら れ て く る た め 申 告 不 要 で す 。 償 却 資 産 に つ い て は 、 申 告 が 必 要 と な り ま す 。  

各 固 定 資 産 の 評 価 方 法 は 、  

土 地 ： 宅 地 や 農 地 等 、 地 目 別 に 売 買 実 例 価 額 等 を 基 礎 と し て 、 評 価 額 を 計 算 。 宅 地 に つ い

て は 公 示 価 格 等 の 7 割 を 目 途 に 評 価 額 を 計 算  

家 屋 ： 再 建 築 価 格 （ そ の 時 点 で 新 築 す る 場 合 に 必 要 と な る 建 築 費 ） に 経 年 減 点 補 正 率 等 を

乗 じ て 評 価 額 を 計 算  

償 却 資 産 ： 取 得 価 額 を 基 礎 と し て 、 経 年 減 価 を 考 慮 し て 評 価 額 を 計 算  

土 地 ・ 家 屋 の 評 価 に つ い て は 3 年 に 1 度 見 直 し を 行 い ま す 。 ま た 、 評 価 額 は 縦 覧 期 間 に 確 認

が で き 、 疑 問 が あ る 場 合 は 再 審 査 の 申 し 出 が で き る よ う に な っ て い ま す 。  

評 価 額 を 基 に 課 税 標 準 額 が 決 定 さ れ ま す 。 た だ し 、 納 税 者 の 負 担 感 に 配 慮 し 、 評 価 額 が 急 激

に 上 昇 し た 場 合 で も 税 負 担 を ゆ る や か に 上 昇 さ せ る 負 担 調 整 措 置 が 講 じ ら れ て い ま す 。  

 

◆  税 の 計 算 と 特 例  

標 準 課 税 額 が 土 地 30 万 円 未 満 、 家 屋 20 万 円 未 満 、 償 却 資 産 150 万 円 未 満 で あ れ ば 課 税 さ れ

ま せ ん 。ま た 、標 準 税 率 は 1.4％ で す 。標 準 課 税 額 の 決 定 や 税 額 に つ い て は 政 策 的 な 特 例 措 置 が

あ り 、 特 に 課 税 さ れ る 対 象 が 土 地 や 家 屋 、 建 造 物 等 の 償 却 資 産 と い う こ と も あ り 、 特 例 措 置 も

様 々 で す 。  

多 様 な 特 例 が あ る た め 、 そ の 特 例 を 延 長 す る に あ た り 、 税 制 改 正 大 綱 で は 長 々 と そ の 情 報 が

書 き 連 ね ら れ ま し た 。そ の 結 果 、令 和 5 年 度 税 制 改 正 大 綱 に は「 固 定 資 産 」と い う ワ ー ド が 70

回 以 上 登 場 し て い ま す 。  

 

 

 ☆  相 続 土 地 国 庫 帰 属 制 度  法 務 局 で 相 談 開 始   

 

法 務 省 で は 2 月 末 、全 国 の 法 務 局・地 方 法 務 局 の 不 動 産 登 記 部 門 で「 相 続 土 地 国 庫 帰 属 制 度 」

の 対 面 相 談 ・ 電 話 相 談 を 開 始 し ま し た 。 法 務 局 の 担 当 者 に 対 し 、 引 き 取 り を 希 望 す る 土 地 が 申

請 条 件 に 合 致 し て い る か ど う か や 審 査 の 大 ま か な 見 通 し を 尋 ね る こ と が で き ま す 。  

 

相 続 土 地 国 庫 帰 属 制 度 は 、 相 続 で 引 き 継 い だ が 不 要 に な っ た 土 地 を 国 に 引 き 取 っ て も ら え る

制 度 で 4 月 27 日 か ら ス タ ー ト し て い ま す 。制 度 を 利 用 す る に は 手 放 し た い 土 地 が 国 の 定 め る 基

準 を 満 た し て い る 審 査 を 受 け る 必 要 が あ り 、  

①  他 人 に よ る 使 用 が 予 定 さ れ る 土 地  

②  建 物 の あ る 土 地  

③  土 壌 汚 染 さ れ て い る 土 地  

④  境 界 が 明 ら か で な い 土 地  

⑤  通 常 の 管 理 に 過 分 な 費 用 ・ 労 力 が か か る 土 地  

― ― な ど は 受 け 付 け な い と し て い ま す 。  

対 面 相 談・電 話 相 談 は 、イ ン タ ー ネ ッ ト（ 法 務 局 手 続 案 内 予 約 サ ー ビ ス ）で の 事 前 予 約 制 で 、

相 談 時 間 は 1 日 1 回 30 分 間 。法 務 省 は 相 談 時 に 、土 地 の 情 報 や 相 談 内 容 を 書 き 込 ん だ「 相 続 土

地 国 庫 帰 属 相 談 票 」 や 、 引 き 取 る こ と が で き な い 土 地 に 当 て は ま ら な い か ど う か を 確 認 で き る

「 チ ェ ッ ク シ ー ト 」 と と も に 、 登 記 事 項 証 明 書 ま た は 登 記 簿 謄 本 、 法 務 局 で 取 得 し た 地 図 ま た

は 公 図 、 法 務 局 で 取 得 し た 地 積 測 量 図 、 土 地 の 現 況 ・ 全 体 が 分 か る 画 像 や 写 真 な ど を で き る だ

け 持 参 す る こ と を 推 奨 し て い ま す 。  


